
公 告

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第８条第４項の規定によって、大規模

小売店舗設置者に対し市は意見を有しない旨を通知した。

令和元年６月２８日

廿日市市長 眞 野 勝 弘

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称

ゆめタウン廿日市

(2) 所在地

廿日市市下平良二丁目１３１７－５外


